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 議会改革特別委員会における調査の経過及び結果につき

まして、その概要を御報告申し上げます。 

 当委員会は、「新庁舎における議会運営について」及び

「議員の政治倫理等について」を調査事項として、今日ま

で19回にわたり委員会を開催し、精力的かつ慎重に調査を

進めてまいりましたので、御報告申し上げます。 

 なお、第15回までの概要については、さきの２月定例会

において御報告申し上げておりますので、今回は第16回か

ら第19回の概要について、御報告申し上げます。 

 初めに、「新庁舎における議会運営について」御報告申

し上げます。 

 「新庁舎における議会運営について」は、令和５年度の

新庁舎移転後、議会のペーパーレス化等を目的としたタブ

レット導入に係る検討事項として、導入システムについて、

タブレット端末の通信方法について、タブレット端末の機

種について、周辺機器について、タブレット端末の調達方

法について、費用負担についての調査を行い、協議を重ね
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てまいりましたので、その概要について項目ごとに申し上

げます。 

 まず、導入システムについて、御報告申し上げます。 

 導入システムについては、ペーパーレス会議実施のため

に既に導入することが決定しているSideBooksのほかに必

要となるアプリケーションの有無について調査を行い、主

に、現在議会で試行運用中のLINE WORKS無料版から有料版

への移行の可否について、ワードやエクセル等のOffice機

能を有したアプリケーション導入の可否について意見交換

を行いましたので、その主な意見について申し上げます。 

 LINE WORKSについては、 

・無料版で活用できているので現状のままでよい。 

・無料版から始めて、必要であれば有料版にすることでよ

い。 

などの意見が出されました。 

 Office機能については、 

・無料版のOffice Mobileでよい。 
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タブレットに慣れた時点で必要があれば有料版に移行する

ことでよいのではないか。 

・編集はパソコンで対応できるため、無料版のOffice Mob

ileでよい。 

・無料版では閲覧しかできないため、有料版のMicrosoft 

365を希望する。 

・議員全員の使用頻度が不明なため、Microsoft 365は全

員一律で揃えるというよりも必要な方が個人対応すればよ

いのではないか。 

・Microsoft 365を入れるのであれば個人負担でよい。 

・一律で入れるのは無料版とし、Microsoft 365が必要な

方は個人で対応すればよい。 

 以上が各委員から出された意見のうち、主なものであり

ます。 

 各委員からの意見を踏まえ、協議を行った結果、導入シ

ステムのうち、LINE WORKSについてはタブレット導入後も

現在試行運用中の無料版を引き続きグループウェアとして
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使用し、Office機能については有料版のMicrosoft 365の

一律導入はせず、導入する場合は個人が必要に応じて対応

することを決定しました。 

 次に、タブレット端末の通信方法について、御報告申し

上げます。 

 通信方法については、導入するタブレット端末をWi-Fi

環境下でのみ通信可能なWi-Fiモデルとするか、携帯電話

の電波が接続できる場所であれば、どこにいても通信可能

なWi-Fi+Cellularモデルとするか検討し、意見交換を行い

ましたので、その主な意見について申し上げます。 

・紙の削減だけでなく、どこでも仕事ができる環境整備に

もつながるため、Wi-Fi+Cellularモデルがよい。 

・Wi-Fi環境が自宅にない議員さんもいると思うので、足

並みを揃えるという意味でもWi-Fi+Cellularモデルがよい。 

・外で資料を見ることはあまりないと思われ、また、緊急

時においても携帯電話があれば支障ないので、Wi-Fiモデ

ルでよい。 
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 以上が各委員から出された意見のうち、主なものであり

ます。 

 各委員からの意見を踏まえ、協議を行った結果、タブレ

ット端末の通信方法については、Wi-Fi+Cellularモデルと

することを決定しました。 

 次に、タブレット端末の機種について、御報告申し上げ

ます。 

 機種については、主にオペレーティングシステムとサイ

ズについて検討したもので、オペレーティングシステムは 

主に直感的に操作がしやすいiPadOS、自由度の高いアンド

ロイド、パソコンと同じソフトが使用しやすいWindowsな

ど、おのおの特長があるとのことであります。 

 また、サイズについては、大きい画面であれば見やすい

が、大きくなるほど重くなるため、持ち運びしづらくなる

とのことであります。 

 以上の説明を踏まえ、意見交換及び協議を行った結果、

タブレット端末の機種についてはiPadで、サイズはＡ４の
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資料を見る機会が多いため、原寸大で表示可能なＡ４サイ

ズ相当とすることを決定しました。 

 次に、周辺機器について、御報告申し上げます。 

 周辺機器については、タブレット端末と併せてタッチペ

ン、カバー、保護フィルム、キーボードが必要となるか検

討し、意見交換を行いましたので、その主な意見について

申し上げます。 

・タッチペン、カバー、保護フィルム、キーボード全て必

要最低限の機器と思われるので調達を希望する。 

・周辺機器については、全て政務活動費で議員各自が調達

することでよい。 

・保護フィルム、カバーはタブレットと併せて調達してい

ただき、そのほかの機器については、政務活動費を使用し

て各自で調達すればよい。その際、政務活動費の按分につ

いては100％使用できるものとしたい。 

・タッチペン、カバー、保護フィルムの調達を希望する。

キーボードは個人調達でよい。 
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・ペーパーレス化して、データ資料に書き込みを行うこと

を考えるとタッチペンは必須。 

・破損リスクを考えると、カバーと保護フィルムは必須。 

 以上が各委員から出された意見のうち、主なものであり

ます。 

 各委員からの意見を踏まえ、協議を行った結果、タッチ

ペン、カバー、保護フィルムは一律に調達することとし、

キーボードの調達は個人が必要に応じて対応することを決

定しました。 

 次に、タブレット端末の調達方法について、御報告申し

上げます。 

 調達方法については、タブレット端末を購入とするか、

レンタルとするかについて検討したもので、県内でWi-Fi+

Cellularモデルのタブレットを導入している市議会につい

て調査したところ、17市中、購入が２市、レンタルが15市

とのことであります。 

 また、購入の場合、長期的に使用した場合はレンタルと
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比較して若干割安となるが、補償プランに加入しても故

障・修理は所有者責任で別途費用がかかるほか、備品とし

て管理する事務が発生し、買い替え時期や処分方法等の検

討が必要になってくるとのことであります。 

 また、レンタルの場合、補償プランに加入すれば故障時

等の負担は無料となり、適用回数も契約期間中は無制限で

あるほか、契約終了後は返却するため、備品管理事務や買

い替え時期、処分方法等の検討が不要となるが、費用は購

入と比較して若干割高になる傾向があるとのことでありま

す。 

 以上の説明を踏まえ、意見交換及び協議を行った結果、

改選ごとにレンタルをするのが合理的であり、購入よりも

職員の事務負担が減るのであれば総合的にはレンタルの方

が安価であると考えられることから、レンタルとすること

を決定しました。 

 次に、費用負担について、御報告申し上げます。 

 費用負担については、タブレット導入に係る費用につい
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て全額公費負担とするか、一部議員負担とするかについて

検討したもので、県内でWi-Fi+Cellularモデルのタブレッ

トを導入している市議会について調査したところ、17市中、

議員負担ありが４市、議員負担なしが13市とのことであり

ます。 

 議員負担ありの４市は、通信費もしくは通信費及びレン

タル料の一部を議員報酬あるいは政務活動費から支出して

いるとのことであります。 

 一方で、議員負担なしの市については、議会に関するこ

とでしか使用しないためや、私的使用がないため、などの

理由から負担なしにしているとのことであります。 

 以上の説明を踏まえ、意見交換及び協議を行った結果、

LTE通信に係る費用は議員負担ありの方がよいとの意見も

あったが、議会改革を常時進めるための費用であると考え

ると全額公費負担でよいという意見にまとまったため、議

員負担なしとすることを決定しました。 

 次に、「議員の政治倫理等について」御報告申し上げま
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す。 

 「議員の政治倫理等について」は、草加市議会議員 政

治倫理条例について改正すべき事項の有無や内容等につい

て議論したいとの提案があったことから、政治倫理条例の

取組状況について、同規模自治体を対象に調査したところ、

37市中、議員に係る政治倫理条例等を制定している市は16

市とのことであります。 

 また、条例等を制定している16市のうち、政治倫理基準

を規定しているのは16市、請負等の制限について規定して

いるのは６市、資産の公開について規定しているのは３市、

住民の調査請求権を規定しているのは12市、審査会の設置

を規定しているのは14市、問責制度を規定しているのは５

市とのことであります。 

 調査の結果を踏まえ、意見交換及び協議を行った結果、

検討項目が多岐にわたり、当委員会で調査・検討を継続す

るには時間的余裕がないため、今回は現状把握に留めるこ

ととし、必要であれば改選後に改めて提案してもらうこと
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に決定しました。 

 以上が、第19回までの調査の経過であります。 

 以上のとおり、本報告をもちまして、当委員会の調査を

終了させていただくことをお願い申し上げまして、御報告

とさせていただきます。 


